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提案仕様書 
 

1. 件名 
令和８年度災害対策本部運営訓練業務委託 

 
2. 履行期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日まで 
 
3. 履行場所 

江東区役所(東京都江東区東陽 4 丁目 11-28) 
 

4. 業務目的 
 大規模災害発生時における本区災害対策本部の迅速・的確な立ち上げおよび運営体
制を確立することを目的に、実災害を想定した実践的な訓練の企画・立案を委託し、職員
の情報収集、判断、指示伝達等の実務能力向上を図る。 
 

5. 業務内容 
（1） 業務管理 

ア 業務計画書の作成及び作業進捗の管理 
受注者は、契約締結後速やかに体制、成果物、会議体、工程表等を定めた業務

計画書を定め、区担当者への報告、説明を行うこと。 
 

（2） 風水害を想定した訓練シナリオ作成 
ア 訓練日時 

令和 8 年 6 月（詳細な実施日時は契約締結後に調整する。）  
イ 被害想定 

令和元年東日本台風（台風 19 号）（中心低気圧 930hPa 以下）の台風の
発生を想定し、台風発生(約 120 時間前)から江東区へ台風が最接近している状況
（約 9 時間前）までを訓練対象とする。 
ウ 支援内容 
 訓練実施に当たって必要な被害想定やタイムライン、訓練シナリオ、各種状況付与

資料について企画・設計する。なお、区は、契約締結後速やかに、本部態勢図、職
員向け災害対応マニュアル等必要な資料を提供する。 

 訓練の実施に当たっては訓練参加者の訓練への没入感を高めるため、状況付与に
応じた模擬 TV ニュース映像や天気図等を作成すること。 
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（3） 首都直下地震を想定した訓練シナリオ作成 
ア 訓練日時 

令和９年１月（詳細な実施日時は契約締結後に調整する。）  
イ 被害想定 

「首都直下地震等による東京の被害想定」（東京都、令和４年５月）のうち、江
東区の被害が最大となる地震を想定し、シナリオを作成すること。 

※訓練シナリオのタイムラインは、区担当者と協議のうえ決定すること 
（過去の訓練実施時のタイムライン） 
 令和６年度︓発災後６時間 
 令和７年度︓発災後６時間 

ウ 支援内容 
 訓練実施に当たって必要な被害想定、訓練シナリオ、各種状況付与資料について

企画・設計する。 
 訓練の実施に当たっては訓練参加者の訓練への没入感を高めるため、状況付与に

応じた模擬 TV ニュース映像を作成すること。 
 

   (4)  訓練実施支援 
     ア 評価支援 

訓練の当日に評価者（２名程度）を立ち会わせ、訓練の進行を把握し、後日訓
練評価意見及び今後の改善提案を行うこと。 

     イ 記録支援 
 訓練の当日に訓練の記録映像を撮影する記録員を、2 名程度配置すること。 
 記録した映像データをすべて提出すること。さらに、訓練映像全体を 30 分程度に単

純編集したデータも提出すること。 
 
6. 打ち合わせ 

業務における打ち合わせは月１回以上とし、区担当者と協議のうえ実施すること。受託者
は打合せの議事録を作成し、打合せ後５営業日以内に区へ提出すること。 

 
7. 成果物 

紙媒体︓首都直下地震を想定した訓練シナリオ 1 部 
風水害を想定した訓練シナリオ 1 部 
訓練後の評価・改善提案 1 部 

電子媒体︓各訓練シナリオ、評価提案資料、及び訓練記録映像（生データおよび単純 
編集データ）を収納した電子媒体 1 枚         
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8. 支払方法 
成果物の検査完了後、受注者からの請求に基づき、一括払いとする。 

 
9. その他 
（1） 成果物の納入日程については、区担当者と協議のうえ決定すること。なお、成果物等が

著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に規定する著作物に該当するときは、受託者
は区へ当該著作物に係る著作権を無償譲渡すること。 

（2） 受託者は、区から貸与された資料については、作業終了後直ちに返却すること。また、区
の承認を得ずに複製及び本契約の目的以外に使用しないこと 

（3） 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、区担当者と協議のうえ決定する
こと。 
 

10.  担当 
担当 ︓総務部危機管理課防災危機管理係 津田、濱口 
電話 ︓03-3647-9382 
FAX  ︓03-3647-9651 


